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特掲診療料

第 9部

処置

処置は具体的な治療行為ですので， 適応傷病と一致する診療内容

がカルテには必要で、す。

例えば，右前腕挫滅創に対して創傷処置500仁川の点数を算定した

場合は，診療録に処置が行われた具体的な部位，範囲等を記載し，

消毒や軟膏が使用された場合にはその旨も記載し，算定する根拠を

明記します。

その他の処置についても，必要性や治療方針の検討など，患者の

個々の状況に応じて記載することになります。

本書では，留意事項通知に規定のある項目を抽出していますの

で，人工腎臓や血接交換療法など少し特徴のあるものが中心となっ

ています。 次ページ以降の個別指導の状況もあわせて参照ください。
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しました

.処置全般 . J045 人工呼吸

〈記載> <算定〉

-所見等の記載が乏しい。鼻マスク式人工呼吸器を用いた人工呼吸について，

-処置の範囲，部位等の記載がない， 又は不十分であ

る。

〈算定〉

基本診療料に含まれる処置について算定した。

• JOOO 創傷処置
く記載〉

診察所見，具体的な処置内容の記載が不十分。

範囲 - 部位の記載を誤っている。

範囲を記載していない。

- 範囲・部位の記載が不十分。

.J001 熱傷処置

く記載〉

-処置した面積を明確にする。

処置した範囲の記載が不十分。

• J001-4 重度樗麿処置

く記載〉

- 範囲及び部位の状態についての記載がない。

• J038 人工腎臓

〈記載〉

- 行った時間(開始及び終了した時間を含む)を記載

していない。

-行った時間の記載が画一的である。

〈算定〉

-透析の開始・終了時間を適切に管理する。

夜間休日加算の算定要件に留意する。

. f5主 3J 障害者加算について，対象患者である乙と

を十分確認する。

著しく人工腎臓が困難な障害者等に該当しない患者

に対して障害者等加算を算定した。

• J043-4 経管栄養力テーテル交換法

〈算定〉

- 交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行っ

ていない。

Pa02/FI02が300mmHg以下又はPaC02が45mmHg

以上の急性呼吸不全の場合に該当しない場合に算定

した。

.J053 皮膚科軟膏処置

く記載〉

-処置した部位及び範囲を記載していない， 又は記載

が乏しい。

〈算定〉

1 00m2未満のものについて算定した。

-実際に処置した範囲と異なる範囲の区分 ( 1 00m2

以上500m2未満)で誤って算定した。

• J054 皮膚科光線療法

〈記載〉

-医師の指示， 実施 した療法の診療録記載の充実を図

る。

体幹皮膚の病変部位を，左右間違えて記載した。

• J054・2皮膚レーザー照射療法

〈算定〉

- 連の治療として 1 回のみ所定点数を算定すべきと

ころ，一連と扱わずに算定した。

• J056 いぼ冷凍凝固法

〈記載〉

算定した根拠となるいぼの個数及び部位の記載が乏

しし 1。

.J060 膜脱洗浄

〈算定〉

-薬液注入の費用を別に算定した。

• J064 導原(尿道拡張を必要とするもの)

〈算定〉

- 尿道拡張を要する場合とはいえないものに算定した。

• J072 睦洗浄

〈算定〉



-診察の際行った腔洗浄について腔炎， ~1l管カタル等

治療として洗浄を必要とする疾病以外にも算定した。

eJ089 瞳毛抜去
J090 結膜異物除去

〈記載〉

- 処置の範囲， 内容を診療録に記載していない。

eJ113 耳垢栓塞除去 (複雑なもの)

〈記載〉

-診療録から耳垢水を用いなければ除去できない耳垢

絵塞を完全に除去したことが判断できない。

eJ119 消炎鎮痛等処置

く記載〉

医師の指示， 実施した療法の診療録記載について不

十分 (無診察診療と疑われかねないので， 医師の指

示を明確にして記載の充実を図る)。

診察所見及び処置を行うにあたっての具体的な指示

内容の記載がないにもかかわらず算定した。

医師の診察に関する記載がなく，消炎鎮痛等処置

(器具等による療法)が行われている。

- 診療内容が診療録に記載されていないなど当該処置

を行ったことが確認できない。

- 漫然と実施されている症例は改める。

. 処置内容の記載が乏しい。

〈算定〉

・同 患者につき同一日において， 腰部固定帯固定に

併せて消炎鎮痛等処置を行った場合は，主たるもの

により算定する。

参考/個別指導の状況 271 
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J038 人工腎臓

人工腎l織には， 1血液透析のほか血液滅過，血液透析滅過が含まれ日につ

きの所定点数が定められています l 。 人工腎臓の時間等については，患者に

対し十分な説明を行った上で，患者の病態に応じて， 最も妥当なものと します。

人工腎臓の|時間は，シャント等から動脈血等を人工腎臓用特定保険医療材料

に導き入れたときを起点として，人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体

に返却し終えたときまでとします。 したがって，人工腎臓実施前後の準備，整

理等に要する l時間は除かれます。

診療録等には，実施時間を記i\書しておかなければなりません。 また， r 4 
その他の場合J は3草定できる対象が定められているので，対象となる旨の根拠

が明示されている必要があります に

胴規定[記載]

人工腎臓の|則前等については，患者に対 し十分な説明を行った上で， 患者の

病態に応じて， 最も妥当なものと し ， 人工腎臓を行った l時間 (lJfl始及び終了 し

た H年 1m を含む) を診療録等に記載する。 また，治療内容の変更が必嬰となった

場合においても，患者に十分な説明を行う 。

.記載等のポイン ト

口開始時間と終了時間を記載する。

※記載は画一的でないよう，実際に行った時間とする。

※実施前後の準備，整理等に要する時間は除くものとする。

.記載例

9 月 1 日

S) 0) A, P) 省略

※ 1 � 1 慢性維持透析を行
った場合 I J 又は r 2 慢性

維持透析を行った場合 2 J に

ついては，それぞれについて

施設基準の届出を行った保険

医療機 1]，\1 において鈴定 しま

す。 í 3 慢性維持透析を行

った傷合 3J に つ いては，

� 1 J 又は í2 J の施設基準

のいずれかに該当するものと

して届出を行った保険医療機

関以外の保険医療機関におい

て算定します。 そのほかに

� 4 その他の場合」があ
り ， 算定できる場合が定めら

れています

※ 2 � 4 J により算定する場

合は，その理由として規定す

るものの中から該当するもの

を，診療報酬明細告の摘要欄

に記載します

。参考 透析記録として身体情

報(透析前 ・ 後体重， illtJ.王，

脈拍等)の記録，透析"1"の看

諮記録なども記ílまします

人工腎臓 f4J その他の場合/工特別な管理が必要(チ 注射による化 | ( í4 その他の場合J を

学療法中の悪性腫蕩 算定する場合の根拠を l明示し

(透析記録添付あり ます

〈透析診療記録〉 ムムA回 O年9 月 1 日

患者 : 00男，男性， 0歳 Dr:OO Ns:OO ME:OO 

DW 前回後Wt 小計 3009 開始時間

74.50kg 74.30kg 補液 09 09: 14 

前Wt 前回後Wtより 目標除水量 終了時間

76.70kg 2.4kg 2.50kg 13 : 19 

後Wt 目標Wt 実質除水量 実績透析時間

74.30kg 75.0kg 2.50kg 4: 05 

ダイアライザ- :APS 一企ム 抗凝固青IJ ヘパリ ンNa

その他省略

( 2 診療録等に， IJfJ始時 111]と

終了時間を記載します
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施設基準 J038 人工腎臓 「注10J 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

人工腎臓における下肢末梢動脈疾態指導管理!JIH事は，慢性維持透析を実施 し

ている全ての!退者に対 し，下j肢末梢動脈疾患に関するリスク言、Hilli及び療養上必

要な指導管耳目等を行うなどの施設基準迎合届出保険医療機関において，指導管

到!を行った場合に算定できるものです詰※l 月 I 回に限り:Q一定します

1 ) 当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に

対し リ スク評価を行う

=宇 IJ[l1液透析患者における心血管合併症の評価と治療に IMIするガイドラ

インJ 等に基づく，下肢動脈の触診や下垂試験・挙上試験等

=キ下 IJ支ヨ|ミ梓i動脈の);f言血性病変が疑われる場合には，足!契lili1'iJニ l脳血圧比

(A B [ )検査又は皮府組織継流圧 (S p p) 検査によるリスク評価li

2 ) リ スク評価liを元に，当該保険医療機関において慢性鮒持透析を実施し

ている全ての患者に指導管理等を行い. 1臨床所見，検査笑!il!î 日，検査結

果及び指導内容等を診療録に記載する

3) A B [検査0. 7以下又は s p p 検査40111111 卜[g以下の患者については，

j妻、者や家族に説明を行い，同意を得た上で，専門的な治療体制を有してい

る医療機関川へ紹介を行う 。 当該医療機関が専門的な治療体制を有して

いる医療機関の要件を満たしている場合は，当該医療機関内の専門科と述

携を行う 。

ー規定[記載}
当該医療機|主l において慢性縦持透析を実施している全ての患者に対し，下肢

末梢動脈疾患に関する リ スク評fmi を行っていること。 また，当該内容を元に当

該医療機関において慢性高H持透析を実施 している全ての患者に指導管理等を行

い. 1臨床所見，検査実施日，検脊結果及び指導|人l作詩:を診療録に記載している

こと 。

.記載等のポイント

〈慢性維持透析を実施している患者〉

口下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行う。

口臨床所見，検査実施日，検査結果及び指導内容等を記載する。

口当該加算を算定する旨を記載する。

<AB 1 検査0 . 7以下又はspp検査40mmHg以下の患者〉

口本人又は家族に説明を行い， 同意を得た上で，専門的な治療体制を有し

ている医療機関ヘ紹介を行い，その旨を記載及び診療情報提供文書の写

しを添付する。

※ 2 専門的な治療体ílH] を有し

ている医療機関については，

事前に定め，施設基準局出の

|探に記載 した医療機関になり

ます
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.記載例

症例・糖尿病性腎症

6 月 1 EI 

s) 喫煙歴あり 。 両足母E止の爪に内出血あるも靴で圧迫されてできたと。

実痛なし

0) ・ 透析フットケアチェック

挙上試験(異常なし) 下垂試験 (異常なし)

動脈触知(+) しびれ(:t) 冷感(一) 痛み(一)

浮腫(一 ) 乾燥(一 ) 潰蕩 (ー) 喫煙(+ )

Fontaine分類 ・ I 度

処置の必要性 ・ なし

.spp検査結果添付あり (6/1 S P P検査結果添付)

右足部ー足背 53mmHg 左足部ー足背 : 64mmHg 

右足音日時足背: 83mmHg 左足昔日ー足背: 71mmHg 

右足部司足背: 67mmHg 左足音ß-足背 ・ 73mmHg

A. p) 本日 ， 下肢末梢動脈疾患リスク評価と指導。今後も， 観察と療養

指導，定期チェックは行ってしベ 。

人工腎臓 f4J その他の場合: 9 : 30-1 3 : 30 

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

その他省略

( l 臨床所見， 検査実施日，

検査結果及び指導内容等を記

載 します

( 2 当該加算を算定する旨を

記載します
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J039 血祭交換療法 ※全身性エリテマトーデスの患者
※血栓性血小板減少性紫斑病の患者 図

.lfIl奴交換療法は，対象!患者引 に対して，述心分出ff.法等により JÚL奴と .lfIL娘以

外とを分自fî し， 二重ìl'~過法. l(lL ~克服着法等により有害物質等を除去する療法

(J(ll竣浄化法)を行った場合に算定できるものです。

疾患ごとに算定できる期間及び算定回数などが定められていますが， Jfll媛交

換療法を行う回数は，個々の症例に応じて臨床症状の改善状況，諸検査の結果

の詞哨Ij等を勘案 した妥当適切な範囲であることが求められています。

対象疾患の中で，診療録へ記載が必要となる内容が特に定められているもの

として「全身性エリテマトーデスj と r l(1l桧性血小板減少性紫斑病j がありま

す。

また，診療報酬明細11書には， 一連の当該療法の初回実施 EI ，初回からの通算

実施回数(当該月 に実施されたものも含む)，当該月の算定日及び l 回毎の開

始H寺聞と終了|時 !日1 (当該月に実絡されたものに限る)を記載します。 そのため

には，診療録にその旨が明記されていることが必要です。

胴規定[記載]

- 全身性エリテマトーデスについては， 測定 した I (ll i首相i体側，布fì体{fi (1の他又

は抗DN A抗体の値を診療録に記îl証する。

• 1(lL桧性JfI1tl、板減少'性紫斑病の患者に笑純する場合は，当該療法の|非|始後 l 月

を上 I~艮として，原則として血小板数が 1 5万/μL以上となった日の 2 日後ま

でn定できる。 ただし， 血小板数が15万/μL以上となった後 l 月以内に血

i陰性 lÛL小板減少性紫斑病が再燃した場合等， 医学的な必要性により目IJ途実施

する場合には，診療録及び診療報酬明制11訟の摘要欄にそのJ1Jl I Li &び医学的な

必要性を記載する。

胆記載等のポイント

〈全身性工リテマトーデス〉

口血清補体価，補体蛋自の値又は抗DNA抗体の値を記載する。

口検査結果に基づいた評価を記載する。

口当該療法を算定した旨及び初回からの通算実施回数を記載する ，;'2

口当該月の算定日及び 1 回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施された

ものに限る)を記載する。

〈血栓性血小板減少性紫斑病/医学的な必要性により別途実施する場合〉

口その理由及び医学的な必要性を記載する。

胆記載例

7 月 3 日 全身性工リテマ卜ーデス

0) C 3定量 37.0mgjdl (L). C 4定量 3.9mgjdl (L) , 

CHso 12.0Ujml (し) ，抗 d 5 DNA-I 9 G 400lUjml (H) 

ーその他省略一

A. p ) し E による肺胞出血に対し初回の PEX施行。

血圧低下やアレルギー症状なく終了した。次回 O日施行予定

血竣交換療法 : 初回 (指示書添付)

※ l 多発句骨髄l匝，マクログ

ロ プリ ン IÜL旋，劇症JI干炎，薬

物中議，重症筋1!\\力症，恕性

|見l節リウマチ，全身性エリテ

マトーデス，血栓性血小板減

少字t紫斑病，重度 I(n液型不適

合妊娠，術後Jfl不全，急、悩 111

不全，多発性硬化症，彼1'1炎

症1'11泊倣性多発根神経炎，ギ

ラン ・ バレ ー症候群， 天抱

1ft 'Jifi天f包箔，巣状糸球体硬

化症，抗糸球体主L底 J1!見抗体

(抗 GBM抗体) 型急速巡行

性糸球体l腎炎，抗白血球制111出

資抗体 (ANCA) 型急速巡

行性糸球体腎炎，浴血l性尿tE

症症候1洋，家族性高コレステ

ロール1Ü L症. r!ll塞性動脈硬化

症，中毒性表皮壊死症，川的

病，スティ ーブンス ・ ジョン

ソン症候群若しくはイ ンヒビ

ターを有する血友病の!以者，

A B01ÜL液型不適合間若しく

は抗リンパ球抗体陽性の悶秘

腎移植. ABO血液型不適合

間若しくは抗リンパ球抗体|場

性の同種目干移植文は般七tc型

ウイルス肝炎の患者

※ 2 初回実施日をi明確にして

おきます

( l 測定 した 1(11消祁i体iilli ， til� 

体lli自の値又は抗 DNA抗体

の値を記戦します

( 2 検査結果に基づいた許

仙1 . 当該療法を算定した旨及

び通算実施回数を記載します
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J045-2 ー酸化窒素畷入療法 図

一酸化窒素|吸入療法は， 所定点数と一酸化皇室素ガス加算を合わせて1平定しま

す。 一般化窒素ガス加算は |吸入時間により点数が定められ，また対象者に よ

り， 加算できる上限時|聞が異なります。 そのため， 診療録には本療法の目的や

I吸入時間，算定上|浪を越えて行う場合の医学的根拠などがl列官庁になっている必

要があります。

f 1 J 新生児の肺高血圧を伴う低駿素性呼吸不全の改善を目的とする

• ßrl始時表lV ' より迎却して96時 |制を限度として， -lí変化窒素ガス加算

を加算できるU

- 医学的根拠に基づきこの限度を越えて算定する場合は，さら に48 11寺

聞 を限度と して算定できる♂:，

f2J 心臓手術又は先天性横|煽JI失ヘルニアの周術期における JIiIí高lfI L庄の改普

を目的とする

・ 56時間を超えて本療法を笑施する場合は，症状に応じて離脱の可能

恒三主主盟主ム~箆誼鐙是主量産担ヨ強芝生
・ 開始時刻削より通算して 1 68時間を限度として， 一酸化塗索ガス加m:

を加算できるた 5

- 医学的根拠に基づき 1 68 11寺 1mを超えて算定する場合は， さらに48 1~ I~rl

を限度として算定できる .r，

.規定 [記載]

心臓手術又は先天性横隔JI見ヘルニアの周術期における JIiIí高1 f11圧の改善を目的

として一酸化室素 |吸入療法を行った場合は， f 2 J により 算定する。 こ の場

合，開始時刻よ り通算して 1 68 1時 11II を限度と して，一酸化窒*ガス加p:を 力n~平

でき ， 本療法の終了日に算定するが， 56時間を超えて本療法を実施する場合

は，症状に応じて離脱の可能性について検討 し ， その検討結果を診療録に記録

する。

.記載等のポイン 卜

口開始時刻及び終了時刻を記載する。

口当該療法及び加算を算定する旨を記載する。

〈心臓手術又は先天性横隔膜ヘルニアの周術期における肺高血圧の改善を

目的として行う場合であって， 56時間を超えて実施する場合〉

口症状に応じた離脱の可能性についての検討結果を記載する。

※ 1 ，※ 4 r;日始時刻l と は， 一

酸化窒素供給装置を人工11千 l吸

器と接続し， 一酸化盆索の供

給を開始したl時刻lを指します。

本療法を実施した場合は，同

時刻を診療報酬明調11訟の摘要

羽田に記載します

※ 2 ， ※ 5 本療法の終了日に

算定します

※ 3 ， ※ 6 この場合は，診療

報酬明朝1I;:t;の摘要欄にその理

由及び医学的な根拠を詳細に

記載します
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J118-4 歩行運動処置(ロポットスーツによるもの)

歩行巡動処置(ロボットスーツによるもの)は， ロボット スーツを装着し，

転倒しないような十分な配慮のもと歩行ìili動を実施した場合に算定できるもの

ですお l 。

-純設基準JlIî出保険医療機|刻で、あること

- 定期的なカンファレンスの附似

- 当該処置に関する記録を患者ごとに一元管理 等

.1剥ìili学会が監修する適正使用ガイドを遵守する こと

.対象慾者 : 脊髄性筋萎縮痕，球脊髄性筋萎縮綻，筋萎縮性側索硬化疲，シ

ャルコー ・ マリー・トゥース病，J.hl位型ミオパチー，封入体lOí炎，先天tl:

ミオパチー，筋ジス トロ フィーの忠者

鉱工Èに当たっては， 事前にi歯切な青| 回jjを策定した上で実施し， 計画された 5

迎1m以内に実施される 9 聞の処世が終了した |僚には，担当の複数日政組が参加す

るカンファレンスにより， 9 回の処世による歩行機能の改善効果を検討します。

そのカンファレンスの結果，通常の歩行迎動に比して客観的に[附確な上乗せ

の改普効果が認められると判断される場合に限り，本処置を継続してrI~定でき

ます。

胆規定[記載]

「カ ンファレンスj における当該検討結果については， その要点( 5 迎/1 \1以

内に実施される 9 [i]の処置の前後の中山県を合む) を診療録に記載した上で，診

療報酬 lifl訓 11告に疲状詳記を添付する。

.記載等のポイント

ロロポットスーツの適応判定を行い，その結果及び治療の必要性を記載す

る。

口治療計画を作成する。

口 (5週間以内に実施される 9 回の処置毎) 歩行テストの結果等を記録す

る。

口 (9 回の処置終了後) 複数職穫が参加するカンファレンスを開催する。

口 (カンファレンス) 歩行機能の改善効果を検討し，その結果についての

要点を記載する。

口当該処置を算定する旨を記載する。

※ 日につきの点数が定め

られています

※ 2 施設基準の嬰(!I :に，次の

項目があります

・定期的に，担当の線数l俄屈

が参加し，当該処世による

歩行運動機能改善効栄を検

討するカンファレンスが1 )11

{住されていること

- 当該処置に閲する記録([去

店liの指示，実施時r::I ， iü ll ~W

内容，担当者，歩行ìlli動機

能改善効果に係る検討結果

等)は患者ごとに一元的に

保管され，常に医療従事者

により閲覧が可能であるよ

うにすること

。参考 診療報酬l抑制11 :;'1には抗

状詳記を添付しなければなり

ません




